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「プラスチックごみ回収」実証事業
へ、ご協力ください！

　幸手市と埼玉県では、「プラスチック資源の循環利用の推進」を重要課題に掲げ、官民一体となっ
た「プラスチックごみの回収と新たなリサイクル」の仕組みづくりの検討を行っています。
　今回、試験的な取組みとして、家庭から出るプラスチックごみを下記公共施設で回収しますの
で、ご協力をお願いいたします。

■回収対象とならないもの
　①プラスチック製の容器や包装（プラマークがついているもの）
　②ペットボトル
　③ガラスなど金属以外の素材とプラスチックの複合製品
　④電池（乾電池、リチウムイオン電池など）が入っているもの
　⑤土や油などの汚れが付いたもの
　⑥小型家電の対象品
　⑦家電リサイクル法の対象品（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）

○回収対象の「プラスチックごみ」の例■回収
　令和 5年 1月 31 日 (火) まで

■回収するプラスチックごみ
　製品プラスチック全般（概ね
50cm 以下のもの。衣装ケースに
ついては、50cm を超えても対象。
また、一部に金属が使用されて
いるものも対象。）

　洗濯ハンガー、洗濯バサミ、ちりとり、ゴミ箱、風呂いす、洗面器、ざる、
　レジャーシート、おもちゃ（電池を除いたもの）、ボールペンなど

衣装ケース　　　　　　　　バケツ　          洗濯かご

■注意事項
・これまでどおり集積所へ燃やせないごみなどで出
　すこともできます。
・一度出されたものを、返却することはできません。
・回収ボックスに入らない場合は、施設の職員にお
　声かけください。
・ご不明な点は、お問い合わせください。

■回収方法　下記公共施設に設置してあるプラスチックごみ専用の
　　　　　　回収ボックスに入れてください。
・市役所本庁舎　　　・ウェルス幸手　　　　・各公民館　　
・勤労福祉会館　　　・老人福祉センター　　・コミュニティセンター　　　　　
・図書館（本館のみ）　・アスカル幸手　　　　　　
※牛乳パック回収ボックスの隣もしくは付近に設置しています。
※各施設の開館時間にお持ち込みください。 回収ボックス（イメージ）

■問合せ　　環境課☎（48)0331
　　　　　　県環境部資源循環推進課☎048(830)3106

相談窓口など 連絡先 受付時間

■よい子の電話教育相談
　（埼玉県立総合教育センター）

18 歳以下の子ども用（無料）
　　　　☎＃ 7300・☎ 0120(86)3192
保護者用☎ 048(556)0874
　　　　✉ soudan@spec.ed.jp

毎日 24 時間（年中無休）
※メールによる相談の返信は、平日の午　
　前 9時～午後 5時に行っています。

■埼玉県警察少年サポートセンター 子ども用☎ 048(861)1152
保護者など用☎ 048(865)4152

平日午前 8時 30 分～午後 5時 15 分
※土曜、日曜、祝日、年末年始除く。

■子どもスマイルネット ☎ 048(822)7007 毎日午前 10 時 30 分～午後 6時
※祝日、年末年始除く。

■社会福祉法人埼玉いのちの電話 ☎ 048(645)4343 毎日 24 時間（年中無休）

■特定非営利活動法人
　さいたまチャイルドライン

18 歳以下の子ども用（無料）
☎ 0120(99)7777 毎日午後 4時～ 9時（年中無休）

■埼玉県こころの電話
　（埼玉県立精神保健福祉センター）☎ 048(723)1447 平日午前 9時～午後 5時

※土曜、日曜、祝日、年末年始除く。
■子どもの人権 110 番 
　（さいたま地方法務局） ☎ 0120(007)110 平日午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

※土曜、日曜、祝日、年末年始除く。

■いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会）
　小・中・高校生の「いじめ」に関する通報は、右記 QR コードから。
　※この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、相談に
　　対する返信は行いません。
　　　※通報された情報は学校に提供します。学校は送信者がわからないように調査・
　　対応します。

※いじめに関する
　通報 QR コード。

問合せ　いじめ防止強化期間・道徳週間　学校教育課☎(43)1111、内線 632
　　　　いじめ相談窓口　埼玉県県民生活部青少年課☎048(830)2907

いじめに気がついたら、一人で悩まず相談・通報してください。

■いじめ相談窓口

■幸手市道徳週間　～11月 1日（火）から 19 日（土）まで～

■幸手市いじめ防止強化期間　～11月 1日（火）から 15 日（火）まで～

 市教育委員会では、平成 29 年度、学校・家庭・地域が一体となって児童生
徒の道徳性を高めるため、幸手市小・中学校道徳週間を定めました。 
　市内全小・中学校では、講師を招き、児童生徒向けの講演会により、道徳
教育の充実を図っています。
　各家庭では、児童生徒が授業の中で学んだことを家庭で話題にしたり、道
徳科の教科書「私たちの道徳」や、市の教材「幸手市郷土資料　道徳のまちさっ
て」、県の教材「彩の国道徳　未来に生きる」、「家庭用　彩の国の道徳」などの道徳の教材を親子で一
緒に読むなど、ぜひ、この機会に『道徳』について考えてみてください。

道徳週間ロゴ

　いじめ問題の根絶に集中的に取り組むため、市内全小・中学校において、いじめ
防止について高い意識を持ち、理解を深めていきます。「いじめは絶対に許されない、
いじめは卑怯な行為である」と理解し、いじめ防止・根絶を目指します。
　幸手市教育委員会は、いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうるという
高い危機意識を持って、今後も各学校への指導を充実してまいります。

「何気なく 言ってる言葉 大丈夫？」
令和 3年度いじめ防止標語最優秀賞作品

　今後、より良い「プラスチックごみ回収」
の仕組みを検討するため、市民のみなさ
んに WEB アンケートを実施しています。
　下記 QR コードを読み込んで、アクセス
してください。
　【回答期限】　令和 5年 1月 31 日まで

☆アンケートのご協力をお願いします☆

みなさんのご意見

お待ちしております！


